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緊急事態宣言再延長に伴う営業時間短縮の継続について 

 

 平素より当スクールをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 

 さて、現在 緊急事態宣言の発出に伴い、２０時以降にかかるレッスンおよびイベントを

中止とさせていただいておりますが、３月５日(金)の政府発表により、緊急事態宣言がさら

に２週間延長されることになりました。 

 つきましては、緊急事態宣言が解除されるまでの間、下記のとおり、営業時間短縮を継続

させていただきます。緊急事態宣言の解除が見込まれる３月２２日（月）からは営業時間を

通常に戻し、夜２０時以降のレッスンおよびイベントを全て再開いたします。 

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜り、感染拡大の抑え込みにご協力

いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。 

 

記 

 

１． 休講を継続するクラスについて 

ナイタークラス（Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３、Ｎ４）の休講を継続いたします。 

 

２． 営業時間短縮に伴う特別クラスについて 

特別クラス（平日Ｍ１クラス、Ｎ１特別６０分クラス）の開講を継続いたします。 

なお、お申込み方法等は１月１０日発信のご案内のとおり実施いたします。 

（https://viptop.jp/yokohama/news/2021/01/10/4169/） 

 

３． 土日に開講しているクラスの定員枠の増枠について 

土日に開講しているクラスの定員の増枠を継続いたします。 

 

４． 受講料の取り扱いについて 

休講中のクラスおよびフリータイムクラスにご在籍の方の２月分受講料は引き落とし

（１月２７日（水）引き落とし分）を停止しておりましたが、皆様の２月の受講回数（２

月２日（火）～３月１日（月））が確定したため、繰り延べていた受講料と調整のうえ、

不足が発生する場合は、３月２９日（月）引き落としの４月分受講料と合わせてご請求

させていただきます。 

また、同クラスご在籍の方の３月分受講料につきましては、３月２日（火）～２１日（日）

の受講回数分と、３月２２日（月）～２９日（月）の分（月曜日レギュラークラスの方は

２回分、火～日曜日レギュラークラスおよびフリータイムクラスの方は１回分）を４月

２７日（火）引き落としの５月分受講料にて調整させていただきます。 

 

以上 
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